
自動車保管場所届出書の記載例

注 意 事 項

〇
消
す
こ
と
の
で
き
る
ボ
ー
ル
ペ
ン
は
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

〇
こ
の
届
出
書
を
届
出
者
本
人
以
外
の
方
が
作
成
し
た
場
合
は
、
行
政
書
士
法
違
反
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

〇
届
出
内
容
に
不
明
な
点
が
あ
る
場
合
は
、
必
要
な
書
類
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

〇
軽
自
動
車
を
取
得
し
た
場
合
に
必
要
な
届
出
で
す
。

〇
軽
自
動
車
の
保
管
場
所
の
届
出
は
保
管
場
所
を
確
保
し
た
後
速
や
か
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
軽
自
動
車

（
届
出
義
務
の
適
用
地
域
の
み
）
、
登
録
自
動
車
を
問
わ
ず
、
車
庫
だ
け
を
変
更
し
た
場
合
は
、
15
日
以
内
の
届

出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑤自動車の大きさ

センチメートル単位で正
しく書いてください。
（ミリ単位は切り捨て）

⑦使用の本拠の位置

【個人の場合】
実際に居住する場所の所在地を書きます。通常、住民票の住

所と同じです。
【法人の場合】
実際に営業を行う事業所の所在地となります（本社・支社等

の所在地）。通常、役員の自宅や社員寮等は使用の本拠となり
ません。
※届出者の住所と使用の本拠が異なる場合、使用の本拠を疎明
する書類を確認させていただく場合があります。
※マンション・アパート名、号室がある場合は書いてください。

②車名
③ 型 式

届出時に必ず書
いてください。

④車台番号

⑧ 保 管 場 所 の 位 置

〇駐車場の所在地を住所表示で書きます（住所表示がな
い場合は地番を書きます）。
〇使用の本拠の位置から２km以内です。

⑨ 届 出 者 欄

【個人の場合】
住民票又は印鑑証明書の住所を書いてください。

【法人の場合】
登記簿又は印鑑証明書に記載されている所在地・法人

名を書いてください。

⑩所有形態

所有する保管場所の「所有者」に〇印を付けます
〇届出者所有➡自己単独所有に〇印を付け「自認書」

を添付します。
○他人所有 ➡その他に〇印を付け「保管場所使用承

諾証明書」「保管場所契約書の写し」
等を添付します。

〇共有地 ➡共有に〇印を付け、共有者全員の使用
承諾書を添付してください。

⑪自動車登録番号

現在使用している車
両の登録番号を使用
する場合は、その番
号を書いてください。

⑫ 連 絡 先

届出内容についてお
尋ねできる連絡先
（氏名・電話番号）
を書いてください。

自動車検査証などに記載してある
内容を書いてください。
【例】トヨタ・ニッサン・三菱など

⑥記入例

届出時に記載されていなくて
も受付けますが、記入されて
いない間は、保管場所標章及
び通知書は交付できません。

①
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⑦
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⑥

①自動車保管場所届出書・
自動車の区分

軽自動車を新規に取得した場合は、
「新規」・「軽」に〇印を付けてくだ
さい。

数字とローマ字を
はっきり区別して
書いてください。

①


